
 
 

真岡市地域福祉振興基金運営委員会規程  

 （目的）  

第１条  この規程は、真岡市地域福祉振興基金設置要綱（以下「要綱」

という。）第３条第６項の規定に基づき、地域福祉振興基金運営委員

会（以下「委員会」という。）の運営について必要な事項を定めるも

のとする。  

 （所掌事務）  

第２条  委員会は、要綱第３条第５項に掲げる事項について調査及び審

議し、社会福祉法人真岡市社会福祉協議会長に意見を具申する。  

 （組織）  

第３条  委員会に委員長及び副委員長を置く。  

２  委員長は、民生委員協議会長をもって充て、副委員長には自治会連

合会長をもって充てる。  

第４条  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

２  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を

代理する。  

 （会議）  

第５条  委員会は、必要の都度委員長が招集し、委員の過半数の出席が

なければ会議を開くことができない。  

２  議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。  

 （庶務）  

第６条  委員会の庶務は社会福祉法人真岡市社会福祉協議会事務局にお

いて処理する。  



 
 

 （雑則）  

第７条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定め

る。  

 

附  則  

この規程は、昭和５７年４月１日から施行する。  

附  則  

この規程は、平成２４年３月１日から施行する。  

   附  則  

この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

別表１  委員の推薦団体  

推薦団体  委員数  推薦団体  委員数  

真 岡 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会  １名  真岡青年会議所  １名  

真岡市自治会連合会  １名  真 岡 工 業 団 地 総 合 管 理 協 会  １名  

関係行政機関  １名  真 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会  １名  

真岡市議会  １名  真岡市女性団体連絡協議会  １名  

真岡ロータリークラブ  １名  真岡市身体障害者福祉会  １名  

真岡西ロータリークラブ  １名  真岡市老人クラブ連合会  １名  

真岡ライオンズクラブ  １名  社会福祉事業の経営者  １名  

 計  １４名  

 


